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広報せたな　平成２７年６月号

酸民間事業者の皆さんもマイナンバーを扱います！
平成２８年１月以降、以下の手続きで従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。

暫健康保険や厚生年金の手続きや、源泉徴収の手続き
暫証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の法廷調書の提出など

制度が始まるまでに、

準備をお願いします。

特定個人情報の管理は、

ガイドラインを踏まえた対応が必要です。

※詳しくは専用ホームページ（３ページ下部参照）をご覧ください。
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マイナンバーによる情報連携で、
よりよい暮らしへ。
マイナンバーは、安心・安全な仕組みで各機関が分散管理する個人情
報をつなぐ役目を果たします。これによって国や地方公共団体等で
の情報連携が可能になり、さまざまなメリットがあります。

国民の利便性の向上
年金や福祉などの申請で、
書類の添付が減ります。

行政の効率化
行政手続きが、
正確で早くなります。

災害時の行政支援に
マイナンバーを活用。

公平・公正な社会の実現
適正・公平な課税を
実現します。

年金などの社会保障を
確実に給付します。

【マイナンバー・法人番号の詳細はこちら】


